
　　　　　　　主　　　文

一、被告は原告に対し金五、九〇〇円及び内金一、七八五円に対する昭和四三年六
月二六日から、内金一、九三一円に対する昭和四四年八月二六日から、内金二、一
八四円に対する昭和四五年九月二六日から、いずれもその支払のすむまで年五分の
割合による金員を支払え。
二、訴訟費用は被告の負担とする。
三、この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

　　　　　　　事　　　実

第一、当事者双方の求めた裁判
一、原告
主文同旨の判決及び仮執行の宣言。
二、被告
原告の請求はいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
との判決。
第二、当事者双方の主張
一、原告の主張
（一）　原告は、被告名古屋支店に勤務する従業員であり、全帝国興信所労働組合
に所属する組合員である。
（二）　原告は、昭和四三年六月一七日、昭和四四年八月一六日及び昭和四五年九
月一六日、被告に対しそれぞれ生理休暇届を提出し、いずれも生理日で就業が著し
く困難なため、右各翌日に生理休暇をとつた。
（三）　ところで、被告の従業員に対する賃金は、毎月一九日から翌月一八日まで
を一賃金計算期間として毎月二五日に支給しているものであるが、被告は、有給生
理休暇は一賃金計算期間につき一日であり、原告の前記各生理休暇はこれを越える
ものとして、この分を原告の賃金からカツトした。すなわち、被告は、右生理休暇
の減額分として、原告に対する昭和四三年六月分の賃金から一、七八五円、昭和四
四年八月分の賃金から一、九三一円、昭和四五年九月分の賃金から二、一八四円を
それぞれ控除した。
（四）１　しかし、被告の就業規則第四〇条五号は「女子が生理日の就業を著しく
困難とするとき、一日の有給生理休暇を与える」旨規定している。
　また、被告と原告所属の労働組合との間で締結された労働協約第五七条も、右と
同趣旨の規定が存在していた。もつとも、同協約は昭和三八年七月一八日以降失効
（但し、その後規範的条項に関し効力の存続を認める協定をしたが、昭和四〇年二
月二八日以降無協約状態となる。）しているけれども、この有効期間中に原告の労
働契約が成立した以上、右協約第五七条は、労働協約の直律強行性からも、当然、
原告の労働契約の内容として存続している。労働協約が外部から労働契約を規制す
るものと解されるときは、当事者の合意によつて労働契約に内容化されている。
２　右就業規則及び労働協約に定める有給生理休暇一日とは、一生理期ごとに有給
生理休暇一日の意味に解すべきである。
　その理由は以下に述べるとおりである。
（１）　就業規則第四〇条は、有給生理休暇の規定を慶弔、罹災、隔離、産前産後
の各休暇規定と共に並列的に規定し、労働協約第五七条も有給生理休暇を産前産後
休暇と並べて規定している。従つて、右各休暇は、これに該当する事実が発生した
ときに与える趣旨であることが明白であり、有給生理休暇の場合も、婦人の生理が
発生したとき、つまり一生理期ごとに与えられ、これを取得するものと解するのが
当然である。右各条項の規定文言上、これを制約する明文は存在しない。
（２）　また、生理休暇は、労働基準法第六七条に明定されているとおり、婦人労
働者に対する生理に伴う苦痛からの解放とその母体保護のために認められているも
のである。従つて、このような法の精神からも、前記就業規則または労働協約の各
条項は、婦人労働者保護の見地から解釈されるべきであり、制限的に解釈すべきも
のではない。
（３）　一般に、我が国における婦人の生理周期は、三〇日プラスマイナス二日型
が平均的なものといわれているが、これも一回ごとに若干の日数の変化があるばか
りでなく、年令、体調、生活ないし労働環境など精神的、肉体的条件により変動す



るものである。従つて、具体的な生理周期は、個人差のあることはもとより、不規
則的、不特定的であつて、これを正確には予測できず、ストレスによつては一週間
ないし一〇日のずれも決して珍しくない。
　そして、このような婦人の生理は、一カ年一二ないし一三回の間隔で初潮時から
更年期まで、三〇年ないし四〇年間繰り返し来潮するものであり、また、その一回
ごとの生理日数も、二日から六日間の巾をもつて、連続的であつたり断続的であつ
たりする。
　従つて、生理周期は必ずしも被告の定めた賃金計算期間である一カ月と一致する
とは限らないのである。
　以上のような婦人の生理の特性からも、前記就業規則または労働協約の各条項
は、一生理期ごとに有給休暇一日と解すべきである。このように解しないと生理周
期が三〇日以内二八日型の婦人労働者は生理周期が三〇日以上の婦人労働者に比較
して一年または二年に一回有給休暇の権利を失うことになり、また三〇日以上の生
理周期の婦人労働者も生理の変調があつたときは、同様に有給休暇の権利を失うこ
とになつて不合理な結果を招来する。
（五）　そこで、原告は被告に対し、就業規則ないし労働協約の前記各条項により
労働契約上一生理期間中一日の有給生理休暇請求権を有するから、これに基づき、
右賃金カツト分計五、九〇〇円及び内金一、七八五円に対する弁済期の翌日である
昭和四三年六月二六日から、内金一、九三一円に対する同じく昭和四四年八月二六
日から、内金二、一八四円に対する同じく昭和四五年九月二六日から、いずれもそ
の支払のすむまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
（六）　被告主張（二）の１ないし３については次のとおり主張する。
１　被告主張のように有給生理休暇は、一賃金計算期間につき一日とする労使慣行
は存在しない。
　被告の業務内容、事業所の所在地及び数、従業員数、そのうちの女子従業員数、
被告に新旧両組合（但し組合員数は新組合九七六名、旧組合一六六名、なお、中立
一六六名）が存することなどは被告主張のとおりであるけれども、これまで、被告
の女子従業員で有給生理休暇を一賃金計算期間につき二日とつた多くの例外があ
り、このことは被告主張の労使慣行の存在を否定するものである。すなわち、大阪
支社で四名による延五回、岐阜支店で二名により二回、京都支店で一名一回の事例
がある。また被告主張の日時に改正施行された給与規則第七条は被告主張のとおり
であるが、同条も有給生理休暇を一賃金計算期間に制限する明文は存在せず、か
つ、「就業規則に定める休暇」とは前記一（四）２（１）の各休暇を含み、これら
が一賃金計算期間を単位とすることは性質上なじまない。特に、被告は原告の本件
事例にあたり、はじめて有給生理休暇は一賃金計算期間につき一日と公言するに至
つたもので、労働組合及び組合員の規範意識は、就業規則及び労働協約の解釈上、
当然、一生理期ごとに一日の趣旨と解していたから、これらの点につき、これまで
被告に異議を申出たことも団体交渉の申し入れもしなかつたにすぎない。かつて、
原告所属の旧組合は、被告に対し一生理期ごとに有給生理休暇を連続二日とする増
加要求をしたことがあつた。
　被告主張の新組合との労働協約は、被告が本訴係属中、同組合に申し入れて改訂
したものである。
２　仮に被告主張のような労使慣行が存在するとしても、法例第二条により公序良
俗に反するから、法的効力を有しない。
二、被告の主張
（一）　原告主張（一）の事実は認める。
　同（二）の事実中、原告がその主張日時に生理休暇をとつたことは認める。
　同（三）の事実は認める。
　同（四）の事実中、原告主張のとおりの就業規則が存在し、かつ、労働協約が存
在していたこと、同協約は、原告主張日時に失効し、その主張のとおりの経過によ
り無協約状態にあることは認めるが、その余は争う。
（二）　被告の就業規則第四〇条または原告主張の労働協約第五七条にいう有給生
理休暇は、一賃金計算期間につき一日と解すべきである。
　右のように解することが正当であることは、後記のとおり労使の間に右各条項に
つきその旨の統一的解釈が成立していること、及び給与規則の改正に際し、右解釈
を明文化したこと、などに徴し明らかである。
１　被告は、調査および興信を業とする会社であり、本社を東京都に設け、支社を
大阪市におくほか、支店および出張所を名古屋市など全国主要都市六七カ所に設置



し、従業員数は一四五九名で、うち女子従業員は三九二名である。そして、被告に
は原告の所属する労働組合（以下「旧組合」という。）のほか、帝国興信所新労働
組合（以下「新組合」という。）が結成されており、組合員数は前者が一九〇名、
後者が九五〇名である。
２　ところで、被告は、労働基準法の施行に伴い昭和二三年三月一日制定の所則
（就業規則）以来、今日に至るまで二〇数年間の長期にわたり、前記各事業所にお
ける女子従業員の有給生理休暇は、一賃金計算期間につき一日とする解釈のもと
に、これを取り扱つてきたものであり、これについて、労働組合及び従業員からな
んら異議の申出も団体交渉の申し入れもなかつた。このような労使の慣行（その詳
細は後記３のとおり）の存在することは、被告の就業規則第四〇条について、かか
る統一的解釈が労使の間に成立していることを物語る有力な事実というべきであ
る。
　原告主張の労働協約は、旧組合の前身当時、被告が同組合から有給生理休暇を一
生理期に一日とすることの要求を受けてこれを拒否した事例があり、このような事
例を労使が認識したうえで成立したものであるから、同協約第五七条も右就業規則
と共に同一解釈がなされていた。
　また、被告の昭和四二年二月二〇日改正施行にかかる給与規則第七条は、「就業
規則に定める休暇はすべて有給とする。ただし、一日をこえる生理休暇については
この限りでない。」旨規定して、右統一的解釈を明文化した。（なお、被告と新組
合間に締結の労働協約中には、有給生理休暇は一賃金計算期間につき一日とする旨
の規定が存する。）
３　そして、被告は、過去において一賃金計算期間につき一日を越える有給生理休
暇の請求があつた場合、これを拒絶した事例は多数存在する。もつとも生理休暇と
いう事柄の性質上管理者が逐一出勤簿を照合しなかつたということが原因となつて
拒絶しなかつた事例はあつたけれども、このようなことは極めて少数であり、四〇
〇名近い女子従業員につき二〇数年間の長期にわたり、右取扱いについて従業員及
び労働組合から異議の申出などがなかつた以上、有給生理休暇は一賃金計算期間に
つき一日とする労使慣行が成立していることを認めるに充分である。圧倒的多数の
従業員を組合員とする新組合と被告間の前記労働協約の存在からも、これについて
の従業員の規範意識が明確である。
　被告に対する労働組合の従来の要求も、右労使慣行の存在を前提として、有給生
理休暇日数の増加を求めていたにすぎない。
４　近時、女子労働者の生理休暇の請求が労働基準法制定当時の趣旨に反し、女子
という特権意識に基づいて行使され、一部に批難の声があることは新聞、雑誌など
の報道によつて明らかであり、原告の主張は独自の見解によるもので理由がない。
第三、証拠（省略）

　　　　　　　理　　　由

一、原告主張第二の一の（一）ないし（三）の各事実（但し、（二）の事実中、原
告主張の各生理休暇日が、生理日で就業が著しく困難なためとある点を除く。）及
び被告の就業規則第四〇条五号の有給生理休暇の規定文言は原告主張のとおりであ
ること、原告主張のとおりの労働協約が原告の属する旧組合と被告との間に存在し
ていたが、その主張の日時に失効したことは当事者間に争いがなく、原告本人尋問
の結果によれば、原告主張の各生理休暇日は、いずれも原告において生理日で就業
が著しく困難であつたためであることが認められる。
二、ところで、被告の就業規則中、有給生理休暇につき規定している前記条項は、
その計算単位が一生理周期か一賃金計算期間かについて明記されていない。
　そこで、先ず右就業規則条項の計算単位は、右のいずれに解すべきかについて考
察する。
　就業規則は、通常労働契約の内容となつて労働者の労働条件を統一的かつ画一的
に規律する作用を営むものである。就業規則の右のような機能にかんがみると、そ
の条項の解釈は、何よりも先ず表示された条項の文言に従つてその意味内容を合理
的に把握し、かつ労使特にその条項の利用が予定されている労働者一般の合理的意
思に適合するように解釈すべきである。
　しかし、もし労使間に右条項の解釈について、明示若しくは黙示の合意（被告主
張の統一的解釈）が定立されていると認められる事情が存するときは、労使の具体
的意思の合致あるものとして、これを尊重して解釈をなすべきである。



　よつて以下、右の見地に立つて考察を進める。
三、（一）　就業規則の文言上からの考察
１　成立に争のない甲第二号証によれば、有給生理休暇の規定は、原告主張のとお
り慶弔、罹災、隔離、産前産後の各休暇と並列して同一条文に特別休暇の一種とし
て規定されていることが認められる。右慶弔、罹災等の各休暇は、その性質上、一
賃金計算期間を計算単位とすることになじまないことは明らかであり、有給生理休
暇がこれらの休暇と並列して同一条文に規定されていることから考えると、就業規
則の文言上は一生理周期を単位として一生理期ごとに一日を与える趣旨に解するの
が相当である。
（なお、成立に争のない乙第六、八号証によれば、右有給生理休暇条項の沿革は、
昭和二三年三月一日施行の被告の所則第二章第一九条に同趣旨の規定が存し、これ
が昭和二九年五月制定の就業規則第三八条五号に特別休暇として規定され、右第三
八条と全く同一の文言体裁が現行就業規則第四〇条に引継がれたことが認められ
る。）
　なお被告の昭和四二年二月改正施行した給与規則第七条に、「就業規則に定める
休暇は、すべて有給とする。ただし一日をこえる生理休暇はこの限りではない」旨
の記載の存することは、当事者間に争がない。しかし、右給与規則第七条の文言自
体から考えて、同条が有給生理休暇を一賃金計算期間に一日と限定したものとは解
せられない。（成立に争のない乙第一号証によれば、右改正給与規則第一二、一三
条に「用欠」については、その計算単位を一賃金計算期間と明記していることが認
められる。）
２　成立に争のない甲第一号証によれば、原告主張の労働協約第五七条には、産前
産後の休暇と並列して就業規則所定の文言と全く同一の文言で有給生理休暇が規定
され、第五八条には慶弔、罹災、隔離の各休暇が規定されていることが認められ
る。
　従つて、右協約第五七条も、その文言上からすれば、一生理周期を単位として一
生理期ごとに一日を与える趣旨に解するのが相当である。
（（なお、成立に争のない甲第一、二一号証によれば、右協約第五七条は、昭和三
二年に旧組合の前身である帝国興信所東海地区従業員組合名古屋支部と被告との間
に結ばれた労働協約第四五条をそのまま引継いだものであることが認めるられ
る。））
（二）　婦人労働者の生理の実態からの考察
　成立に争のない甲第二四号証によれば、次の事実が認められる。
　生理周期は、生理第一日から次の生理の前日までの日数を言い、右日数は年令に
よつて異るとともに、個人差があり、また生理周期が変動する幅は三〇日を中心に
前後一週間である。
　我が国の婦人の平均生理周期は、初潮期、成熟期、閉経期へと移行する間に、二
八、二九日前後、三〇、三一日前後、二八、二九日前後へと移行する。成熟期の婦
人は三〇日前後が最も多いが、個人の具体的生理周期は、生活環境、労働条件な
ど、精神的、肉体的条件によつて影響され、毎期多少の変動を生ずる。
　従つて二九日以内の生理周期の婦人は、規則的に生理周期をくり返えしたとして
も、一カ月二回生理期が到来することも起りうるし、三〇日以上の生理周期の婦人
でも何らかの変調を来たしたときは、同様の結果を招来することもありうる。
　現に被告の女子従業員中原告を含む七名のうち、三名は昭和四三年度の一年間に
各一回、一カ月二回の生理期を迎えている。
　以上の事実が認められる。
　右認定の事実によれば、女子の生理周期は、必ずしも一賃金計算単位である一八
日から翌月一九日までの一カ月に符合していないことは明白である。
　従つて、右のような婦人労働者の生理の実態に即して考えると、前記就業規則条
項は、一生理周期を単位として一生理期ごとに一日の趣旨を規定したものと解すべ
きである。
（三）　これを要するに、右就業規則条項の計算単位は、一生理周期であると解す
るのが、文理解釈上も、婦人労働者の生理の特質上も妥当であり、ひいて労使特に
婦人労働者一般の合理的意思に適合するものというべきである。
四、被告は、右就業規則条項の計算単位は、一賃金計算期間であるとする労使の統
一的解釈が定立しており、このことは右解釈に則つた取り扱いが労使慣行として確
立している事実から明らかである旨主張する。
　しかしながら、被告の全立証を以てするも、被告の右主張を肯認するに足りな



い。
　以下にこれを詳述する。
（一）　成立に争いのない甲第一、二、六、一八、一九号証、第二〇号証の一ない
し四、第二一号証、乙第九号証、証人ａの証言、右証言により真正に成立したもの
と認められる甲第七号証、証人ｂの証言、右証言により真正に成立したものと認め
られる乙第一〇号証、同ｃ、同ｄの各証言（証人ｂ、同ｃの各証言は後記信用しな
い部分を除く。）によれば次の事実が認められる。
１　昭和三〇年東京本所（現在の本社の前身）において、当時の帝国興信所本所従
業員組合より有給生理休暇を一生理期間につき二日とする旨の要求がなされ、同年
七月二一日被告は同組合に対し「生理休暇は現状を以て格別の支障のなきものと認
める。従つて生理休暇の増日数は容認しえない。」旨の通告をしたが、生理休暇の
計算単位については何らの見解も示さなかつた。
２　昭和三一年一一月の被告と同組合との間の労働協約改訂交渉にあたり、組合は
生理休暇の条項を二日とする案を出し、被告は一日とする案を出したが、右両案共
に、計算単位についての文言は何ら存在せず、この点について被告から何らの説明
もされなかつた。
３　昭和三一年一月二七日被告名古屋支店の前身である名古屋支所における最初の
労働組合として帝国興信所名古屋支所従業員組合が結成され、右組合は被告と直ち
に団体交渉をなした。当時同支所の実状は無給の生理休暇さえ仲々とりにくい状況
であつたため「生理休暇を完全に実施せよ」との要求が組合からなされ、支所長と
の間で右要求を含む諸項目について協定書が作成されたが、支所長から生理休暇の
計算単位については何らの説明もされなかつた。
４　昭和三二年被告と当時の帝国興信所東海地区従業員組合名古屋支部（旧組合の
前身）との間の前記労働協約締結における団体交渉では、ユニオンシヨツプ及び争
議条項がその中心的争点となり、有給生理休暇については、組合が二日を要求した
のに対し、被告は一日しか認めず、結局一日とする協約が成立した。
　しかし右一日の計算単位を一賃金計算期間に限定する旨の主張、説明が被告から
なされたことは全くなかつた。
５　昭和三七年に被告と旧組合との間で締結された前記労働協約締結の際の労使交
渉も、同様に、有給生理休暇の単位は一賃金計算期間に限定する旨の主張、説明が
被告からなされたことはなかつた。
６　前記昭和四二年二月改正施行の給与規則制定の際においても、被告から右のよ
うな主張も説明もなかつた。以上の事実が認められ、右認定の趣旨に反する証人
ｂ、同ｃの各証言部分はたやすく信用できず、他に右認定を動かすに足りる証拠は
ない。
（二）　以上認定の事実によれば、被告と原告の所属する旧組合ないしその前身労
組との間に、就業規則ないし労働協約の前記各条項にいう有給生理休暇一日とは一
賃金計算期間を単位とする旨の労使の統一的解釈が明示的に存在したと認めること
は困難である。
（三）　もつとも、労使の統一的解釈、別言すれば解釈についての合意は黙示的に
なされる場合もあり得るから、もし被告主張のような慣行が存するとすれば、右の
ような慣行の存在するという事実自体から、労使間に黙示的に統一的解釈が成立し
ていると認める余地が生ずるわけである。
　よつて、以下右のような慣行の存否について判断する。
（四）　成立に争いのない甲第一四、一六号証、第二三号証の一、二、証人ｅの証
言、右証言により真正に成立したものと認められる甲第九ないし一一号証、第一二
号証の一ないし四、第一三、一五号証、証人ｆの証言、右証言により真正に成立し
たものと認められる乙第一一号証、証人ｄ、同ａ、同ｂ、同ｃの各証言（但し証人
ｂ、同ｃの各証言は後記採用しない部分を除く。）原告本人尋問の結果を総合すれ
ば次の事実が認められる。
１　被告本社においては、昭和四三年三月以降被告本社の出勤成績カード（毎月の
出勤簿を集約したカード）の記載上は、月に二回の有給生理休暇を許可した事例は
存しない。
　しかし、右出勤簿の毎月の区切りが、賃金計算期間である一九日から翌月一八日
までとなつたのは昭和四四年春からであつて、それより以前、出勤簿が一日から月
末までの暦どおりの区切りで作成されていた時代においては、出勤簿上毎月一回の
生理休暇をとつていれば、一賃金計算期間を単位とすれば二回の生理休暇の計算に
なつていても、有給扱いとされていた形跡が存する。



２　被告において、昭和四一年一月から昭和四三年九月までの間に、一賃金計算期
間中生理期ごとに一日計二日の有給生理休暇として取扱つた事例として現在判明し
ているものは、大阪支社において四名による五件（延五名）、岐阜支店において二
名による三件（延三名）、京都、神戸の各支店において各一名各一件である。
３　被告名古屋支店においては昭和四三年四月以降右のような事例は皆無であつ
た。原告は昭和四三年六月一七日に生理休暇届を提出したところ、同月一九日総務
部長は原告に対し「五月二一日も有給生理休暇をとつているので、一カ月に二回と
なるから六月一八日については年次有給休暇に振り替えよ」と指示したが、原告は
これに納得せず、旧組合名古屋支部の職場委員会にはかり、同日、職場委員は、総
務部長の右取扱いに対し抗議をした。
　右抗議に対し総務部長は個人的見解として「右休暇は、休暇分の賃金カットはさ
れないが、精勤手当が削られる被告会社の『Ａ用欠』扱いになるかもしれない」旨
発言したが、その後本社からの指示により同月二五日支給の原告の給与は、右休暇
分の賃金がカツトされた。
以上の事実が認められ、他に右認定を左右するに足りる証拠は存しない。
４　右認定の事実によれば、イ、被告の事業所の中には、一賃金計算期間内に生理
期ごとに各一日計二日の有給生理休暇を付与していた事例が存する。ロ、被告本社
において一賃金計算期間中、有給生理休暇一日の取扱に正確に統一されるようにな
つたのは昭和四四年春以降と推認される。ハ、名古屋支店においては原告のした本
件第一回の有給生理休暇届が提出されるまで一賃金計算期間中一日をこえる分の有
給生理休暇届につき、賃金カツトするか、どうかその取扱は明確になつていなかつ
た。
　右イロハの各事実によれば、被告の本支店及び各事業所において、有給生理休暇
は一賃金計算期間を単位として一日である旨の統一的取扱いが長期間継続してなさ
れていたと認めることは困難である。
　被告は右イの事例は、すべて、労務管理上の手落ちから、一日をこえる有給生理
休暇の請求であることを看過したためである、と主張するけれども、右のような請
求であることを管理者が認識していないから、賃金カットしなかつた事例も存する
ことは前顕甲第一二号証の一ないし四により認められるから、被告の右主張は採用
できない。
　もつとも、名古屋支店においては、イのような事例が昭和四三年四月以降全く存
しないことは、先に認定したとおりである。
　しかしながら、このことから直ちに、昭和四三年三月以前においても同様にイの
事例が存しないと即断することは早計である。（証人ｂの証言によれば、右イの事
例は克明に調べれば各事業所に更に発見される可能性のあることが認められる。）
　また名古屋支店において、昭和四三年四月以降イの事例が存しないのは、このよ
うな請求自体が一度もなされなかつたために外ならない。（このような請求が右日
時以降原告以外の者からなされたと認めるべき資料は存しない。）
　右のように昭和四三年四月以降一日をこえる有給生理休暇の請求が、殆んどなさ
れた形跡が存しないということから、直ちに、被告主張のような慣行の成立を、名
古屋支店に認めることができるであろうか。
　当裁判所は、名古屋支店において、従前このような請求は認めないという方針を
女子従業員に示達していた形跡が何ら存しないことに徴すれば、請求した事例が最
近において存しないということから、直ちに労使慣行の成立を即断することはでき
ないと考える。
　元来一賃金期間に生理期を二回迎える婦人労働者は、前記のとおり二九日以内の
生理周期の者で一年に一回であるから、名古屋支店の該当女子従業員が従前このよ
うな請求を、遠慮して自発的に差し控えていたと考える余地が存する（証人ｇの証
言、右証言により真正に成立したものと認められる甲第八号証によれば、被告に勤
務する女子従業員に対するアンケートの結果によれば、一賃金計算期間中二回の生
理期を迎えた者でも、一日をこえる請求をするのは恥かしく、これを差し控えると
回答した者が相当数いることが認められる。また昭和三一年一月当時の名古屋支所
においては無給の生理休暇でさえ仲々とりにくい状況であつたことは先に認定した
とおりである。これらの事実からしても請求自体を差し控えていたと考える余地は
多分に存する。）。従つて請求した事例が最近において殆んど存しないということ
から、直ちに労使慣行の成立を即断するわけにはいかない。
　してみると、被告主張のような労使慣行が、労使間に定立していたと認めるわけ
にはいかないから、就業規則の前記条項に関する労使間の統一的解釈が黙示的に定



立していたとも、認めるに由ないことになる。
（五）　なお被告と新組合との間の労働協約には、原告主張の労働協約第五七条と
同様の条項が存し（右事実については当事者間に争いがない。）、弁論の全趣旨に
より真正に成立したものと認められる乙第二二号証の一、二によれば、昭和四五年
一一月九日右条項は「有給生理休暇、生理日の就業が著しく困難なとき、一賃金計
算期間内に一日、生理に際し有給生理休暇の日数を越えて休養を要するときは、無
給生理休暇を追加して与える。」旨改訂されたことが認められる。
　しかしながら、右協約改訂の事実だけから、従前被告と新旧両組合間に被告主張
のような慣行が存したと即断するわけにはいかない。
五、してみると、就業規則第四〇条第五号は、休暇の日数につき、一生理周期を単
位として一生理期ごとに一日有給生理休暇を与えることを規定したものであること
は明らかであるから、原告のその余の主張について判断するまでもなく、被告は原
告との労働協約上本件生理休暇についても有給として取扱わなければならないこと
になる。
六、よつて原告が被告に対し、本件各生理休暇減額分たる昭和四三年六月一八日分
の一、七八五円、昭和四四年八月一七日分の一、九三一円及び昭和四五年九月一七
日分の二、一八四円合計五、九〇〇円ならびに右各金員に対するその支払日の翌日
である昭和四三年六月二六日、昭和四四年八月二六日、昭和四五年九月二六日か
ら、いずれもその支払のすむまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払
を求める本訴請求はすべて理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民
事訴訟法第八九条、仮執行の宣言につき同法第一九六条を、それぞれ適用して、主
文のとおり判決する。
（裁判官　松本武　角田清　鶴巻克恕）


